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川崎市港湾環境整備負担金の負担対象工事の指定について 

 

 

 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第４３条の５の規定に基づき定められた川崎

市港湾環境整備負担金条例（昭和５５年３月３１日条例第１３号）第２条第１項の規

定により別紙のとおり負担対象工事を指定するにあたり、同条例第１１条第１項の規

定により審議会の意見を求めるものであります。 
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（１） （２） （３） （４） （６） （７）

工事の種類 工事の名称
工事の
完　了
した日

負担区域
負担の
割　合

　 　

0 円 臨港地区 19,024,548 ㎡

を含む）

　 　 　

31,982,013 円 臨港地区 16,853,020 ㎡

　

　 　 　 　

52,191,558 円 18,074,729 ㎡

※負担対象工事な
し

1/2

工事の実施
された場所

負担区域内にある
工場若しくは事業場
の敷地の面積の合計

工事に要した費用

（事業場設置予定区域

川崎市川崎区
千鳥町、東扇島、
大川町、白石町
内の港湾緑地

令和６年度に完了した負担対象工事の指定に関する一覧表

港 湾 緑 地
建 設 工 事

条例第２条第１項第７
号に規定する港湾にお
ける漂流物の除去その
他の清掃の工事

条例第２条第１項第２
号に規定する港湾環境
整備施設の維持の工事

川 崎 港
港 湾 区 域

条例第２条第１項第１
号に規定する港湾環境
整備施設の建設の工事

1/2

（５） （８）

港 湾 緑 地
維持補修工事

令
和
７
年
３
月
31
日

1/2

臨港地区
及び

港湾区域

漂 流 物
除 去 工 事
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千鳥町水江町扇町 浮島町

扇島

大川町

白石町

南渡田町 浅野町

池上町
夜光三丁目

小島町
殿町三丁目

夜光一丁目夜光二丁目

浮島１期地区

浮島２期地区

至川崎駅

川崎港港湾区域及び臨港地区平面図

区分 面 積

港湾区域 約 3,298 ha

臨港地区 約 2,053.2 ha

東扇島
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⑥東扇島西公園

⑦東扇島緑道

⑤東扇島北公園

⑧東扇島中公園

③千鳥橋周辺緑地

①大川町緑地

②白石町緑地

港湾環境整備施設位置図　(令和7年3月31日現在)

⑨東扇島東公園

田
辺

運
河

扇
島

第
二

航
路

⑩水江町公園 ④ちどり公園
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港湾環境整備施設写真（大川町、白石町、千鳥町） 

 
① 大川町緑地 

 
② 白石町緑地 

 
③ 千鳥橋周辺緑地 

 
④ ちどり公園 
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港湾環境整備施設写真（東扇島－１） 

 
⑤ 東扇島北公園 

 
⑥ 東扇島西公園 

 
⑦ 東扇島緑道 

 
⑧ 東扇島中公園 
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港湾環境整備施設写真（東扇島－２、水江町） 

 
⑨－1 東扇島東公園 

 
⑨－2 東扇島東公園 

 
⑩ 水江町公園 
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港湾緑地維持工事写真 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
千鳥町及び大川・白石町地区緑地等管理業務委託（ちどり公園部分）             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東扇島中公園花壇新設工事                       千鳥町公園バリカー補修工事  

施工中 施工前 施工前 

施工後 

施工後 
施工後 

10

附属資料



港湾緑地維持工事写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工後 

施工前 

東扇島中公園外灯電源線補修工事 小破修繕例（東扇島中公園園路修繕） 

施工中 

施工中 
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漂流物除去工事写真 
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Ｂ

　　 　 　 　 　 　　 　　

31,982,013 円 15,991,006 円 14,724,586  ㎡ 16,853,020  ㎡ 13,971,440 円 0.95 円

　

　 　  　 　

52,191,558 円 26,095,779 円 15,479,411  ㎡ 18,074,729  ㎡ 22,348,733 円 1.45 円

84,173,571 円 42,086,785 円 36,320,173 円 2.40 円

※面積届出の通知上の金額は、単価が上がった場合を想定し、2.4円に0.2円を加
え、「2.6円」とします。

工事種別負担額計算表（事業場面積は令和7年3月31日現在）

ＦＤ

Ｆ÷Ｄ

負担額

Ｃ×Ｄ÷Ｅ

Ｇ

１㎡当たり
の単価

負担区域内にある
工場若しくは事業場
の敷地の面積の合計

負担対象事業者の
負担区域内の事業
場面積の合計

Ｅ

負担対象額

Ａ×Ｂ

負担
の

割合

工 事 の
名    称 工事に要した費用

Ａ Ｃ

1/2

1/2

港 湾 緑 地
維持補修工事

漂 流 物
除 去 工 事
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８ 工事種類別徴収単価経年比較表 

単位：円/㎡ 

      徴収年度 

工事の種類 
25 26 27 28 29 30 令和１ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ 
（予定） 

港湾緑地建設工事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

港湾緑地維持補修工事 2.48 1.24 1.39 1.49 1.31 1.38 1.18 1.63 1.47 1.20 1.84 1.16 0.95 

漂流物除去工事 1.44 1.46 1.77 1.33 1.45 1.51 1.35 1.39 1.50 1.40 1.35 1.22 1.45 

合 計 3.92 2.70 3.16 2.82 2.76 2.89 2.53 3.02 2.97 2.60 3.19 2.38 2.40 

 

(参考) 

対 象 事 業 者 数 136 137 138 141 143 144 141 142 146 147 151 150 150 

 

14

附属資料



 令和７年度のスケジュール（予定） 
 

港 

湾 

管 

理 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負 

担 

対 

象 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港
湾
工
事
の
完
了 

負
担
金
の
納
入 

減
免
申
請
書
の
提
出 

対
象
工
事
の
概
要
決
定 

届
出
に
基
づ
く
面
積
調
査
・
確
定 

敷
地
面
積
の
届
出 

川
崎
港
港
湾
審
議
会
諮
問
・
答
申 

対
象
工
事
の
指
定
・
告
示 

減
免
審
査 

負
担
決
定
通
知
書
の
発
送 

納
入
通
知
書
の
発
送 

減
免
決
定
通
知
書
の
発
送 

調
定 

収
益
納
付
の
手
続
き 

令和 7 年 
3 月 31 日 

令和 8 年 
1 月中旬 

令和 7 年 
11 月中旬 

令和 7 年 
10 月下旬 

令和 7 年 
11 月上旬 

令和 8 年 
3 月上旬 

令和 7 年 
12 月上旬 

令和 7 年 
5 月下旬 
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１ 港湾環境整備負担金の趣旨 

 

港湾環境整備負担金制度とは、港湾管理者が港湾の環境整備・保全のために実施する工事の費用の一

部（１／２を限度とする。）を、臨港地区に立地する敷地面積１万平方メートル以上の事業者から徴収し

ようとするもので、昭和４８年７月の港湾法（昭和２５年法律第２１８号）の一部改正により、この制

度が設けられたものです。 

本市においては、昭和５５年３月３１日条例第１３号により制定された川崎市港湾環境整備負担金条

例により実施し、現在にいたっております。 

 

    ＊  港 湾 環 境 整 備 負 担 金 制 度 の 仕 組 み 

 

 
陸 域 の 工 事 水 域 の 工 事 

建 設 改 良 工 事  維 持 工 事 建 設 改 良 工 事  維 持 工 事 

負

担

対

象

工

事 

 

 １ 港湾環境整備施設 

  （緑地、広場、海浜 

  植栽、休憩所等） 

 ２ 港湾公害防止施設 

  （緩衝緑地等） 

 

 １ 左記の施設 

   の維持 

 

 １  港湾公害防止施設 

   （汚濁水の浄化のた 

  めの導水装置等） 

 

 １ 左記の施設の維持 

 ２  漂流物の除去清掃 

   （海面清掃、沈廃船除 

  去） 

 ３  汚泥等の排除処理 

  （公害汚泥浚渫等） 

 ４  汚濁水の浄化 

 

負

担

区

域 

 

  臨港地区（陸域） 

 

 臨港地区（陸域） 

 

  臨港地区（陸域） 

     及び 

  港湾区域（水域） 

 

  臨港地区（陸域） 

     及び 

  港湾区域（水域） 

 

負

担

対

象

事

業

者

 

 

 ①工事完了日に負担区 

 域内において工場・事 

 業場の敷地面積の合計 

 が１万㎡以上の者 

 ②工事完了日後10年間 

 に負担区域内において 

 工場・事業場の敷地面 

 積の合計が１万㎡以上 

 の者 

 

  左記の①のみ 

 

 ①工事完了日に負担区 

 域内において工場・事 

 業場の敷地面積の合計 

 が１万㎡以上の者 

 ②工事完了日後10年間 

 に負担区域内において 

 工場・事業場の敷地面 

 積の合計が１万㎡以上 

 の者 

 

 

   左記の①のみ 

 

川崎市港湾環境整備負担金条例 

昭和 55 年 3月 31 日条例第 13 号 

 
（趣旨） 

第１条 この条例は、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号。以下「法」という。）第 43 条
の５第１項の規定による港湾環境整備負担金（以下「負担金」という。）について必
要な事項を定めるものとする。 
 
（負担対象工事） 

第２条 負担金は、市が実施する港湾工事で次の各号に掲げるもののうち、市長が指
定するものについて徴収する。 
(１)法第２条第５項第９号に規定する港湾公害防止施設のうち公害防止用緩衝地

帯（当該施設の敷地を含む。）及び法第２条第５項第９号の３に規定する港湾環境
整備施設（当該施設の敷地を含む。）の建設又は改良の工事 

(２)前号に規定する公害防止用緩衝地帯及び港湾環境整備施設の維持の工事 
(３)第１号に規定する港湾公害防止施設のうち公害防止用緩衝地帯を除く施設（当

該施設の敷地を含む。）の建設又は改良の工事 
(４)前号に規定する施設の維持の工事 
(５)港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除その他の処

理のための工事 
(６)港湾における汚濁水の浄化のための工事 
(７)港湾における漂流物の除去その他の清掃のための工事 

２ 前項の規定による市長の指定は、当該港湾工事の種類等規則で定める事項を告示
することにより行う。 
 
（負担対象事業者） 

第３条 負担金を負担させる事業者は、次の各号に掲げる事業者とする。ただし、国、
地方公共団体その他公益上の理由により規則で定める者を除く。 
(１)当該港湾工事が前条第１項第１号及び第３号に規定する工事である場合 

ア 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であっ
て、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地（水面を含む。以下同じ。）の
面積の合計が 10,000 平方メートル以上であるものに係る事業者 

イ 当該港湾工事の完了した日後 10 年間に当該港湾工事に係る負担区域内にお
いて、その敷地の面積の合計が 10,000 平方メートル以上となった工場又は事
業場に係る事業者 

(２)当該港湾工事が前号に規定する工事以外の工事である場合前号アに規定する
事業者 

 
（負担金の計算） 

第４条 負担金の額は、第１号に規定する額に第２号ア若しくはイ又は第３号に規定
する割合を乗じて得た額に相当する金額とする。 
(１)当該港湾工事に要した費用の額に２分の１の割合（市長が当該港湾工事の種類、

規模等を考慮して２分の１未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合）
を乗じて得た額 

(２)当該港湾工事が第２条第１項第１号及び第３号に規定する工事である場合は、
次に掲げる割合 
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ア 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地
の面積の合計に当該負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面
積として市長が定める面積を加算した面積（イにおいて「工場等敷地面積」と
いう。）に対する前条第１号に規定する事業者の工場又は事業場の当該負担区
域内にある敷地の面積（既に当該港湾工事に係る負担金の負担の対象となった
敷地の面積を除く。）の合計の割合 

イ 当該港湾工事の完了した日後 10 年間に前条第１号に規定する事業者が工場
又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあっては、工場等敷地面積に対する
増加後の当該工場又は事業場の当該港湾工事に係る負担区域内にある敷地の
面積（既に当該港湾工事に係る負担金の負担の対象となった敷地の面積を除
く。）の合計の割合 

(３)当該港湾工事が前号に規定する工事以外の工事である場合は、次に掲げる割合 
当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の

面積の合計に対する前条第２号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内
にある敷地の面積の合計の割合 

 
（負担区域） 

第５条 前２条に規定する負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定
める区域とする。 
(１)当該港湾工事が第２条第１項第１号に規定する工事である場合 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 20 条第１項（同法第 21 条において
準用する場合を含む。）の規定により川崎港臨港地区として告示された区域（以下
「臨港地区」という。）及び予定埋立区域 

(２)当該港湾工事が第２条第１項第２号に規定する工事である場合 
臨港地区 

(３)当該港湾工事が前２号に規定する工事以外の工事である場合 
臨港地区及び法第 33 条第２項において準用する法第９条第１項の規定により

川崎港港湾区域として公告された区域（以下「港湾区域」という。） 
２ 前項第１号に規定する予定埋立区域の位置及び面積は、市長が告示するものとす
る。これを変更する場合も同様とする。 

 
（工場又は事業場の敷地面積の届出） 

第６条 毎年３月 31 日において、現に臨港地区内及び港湾区域内の工場又は事業場
の敷地の面積の合計が 10,000 平方メートル以上の事業者は、その年の４月 30日ま
でに規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地の面積その他の事項を
市長に届け出なければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、新たに臨港地区内及び港湾区域内において工場又は事
業場の敷地の面積の合計が 10,000 平方メートル以上となった事業者は、その日か
ら１月以内に規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地の面積その他
の事項を市長に届け出なければならない。 

３ 前２項に定める届出事項に変更が生じたときは、変更のあった日から１月以内に
規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

 
（立入調査等） 

第７条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し必要な報告を
求め、又は関係職員をして工場若しくは事業場その他の場所に立ち入り、事業者に
質問し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
人に提示しなければならない。 

 
（負担金の徴収等） 
第８条 市長は、負担金の額を決定したときは、遅滞なく、第３条に規定する事業者
に通知するものとする。 

２ 市長は、地震、火災その他の特別の理由があると認めるときは、規則で定めると
ころにより負担金を分割して納付させ、又は負担金の徴収を猶予することができる。 

３ 負担金は、規則で定めるところにより納期限までに納付しなければならない。 
４ 既納の負担金は、返還しない。 
 
第９条 負担金は、当該港湾工事の完了した日から３年を経過する日までに第２条第
２項の規定による告示をしなかった港湾工事については、徴収しない。 

 
（負担金の減免） 

第１０条 市長は、公益上その他の理由により特に必要と認めるときは、規則で定める
ところにより負担金の額を減額し、又は免除することができる。 

 
（港湾審議会の意見聴取） 

第１１条 市長は、第２条第１項の規定により負担金の対象とする港湾工事を指定しよ
うとするときは、次の各号に掲げる事項を示して川崎港港湾審議会（以下「審議会」
という。）の意見を聴かなければならない。 
(１)負担金の対象とする港湾工事の概要 
(２)第４条第１号かっこ書の規定により２分の１と異なる割合を定めるときの当

該割合 
(３)第４条第２号アに規定する工場又は事業場の設置予定区域の面積 

２ 市長は、第２条第１項に規定する港湾工事の種類、第３条に規定する事業者及び
第５条第１項に規定する負担区域を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会
の意見を聴かなければならない。 
 
（委任） 

第１２条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、昭和 55 年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例施行の日前に着手した港湾工事については適用しな
い。 

３ この条例施行の日に現に臨港地区内及び港湾区域内の工場又は事業場の敷地の
面積の合計が 10,000 平方メートル以上の事業者は、この条例施行の日から起算し
て３月以内に、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地の面積その
他の事項を市長に届け出なければならない。 
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川崎市港湾環境整備負担金条例施行規則 

昭和 55 年 3 月 31 日規則第 29 号 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市港湾環境整備負担金条例（昭和 55年川崎市条例第 13号。
以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 
（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 
 
（負担対象工事の告示） 

第３条 条例第２条第２項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおり
とする。 
(１)当該港湾工事の種類 
(２)当該港湾工事の名称 
(３)当該港湾工事の実施された場所 
(４)当該港湾工事の完了した日 
(５)当該港湾工事に要した費用 
(６)当該港湾工事に係る負担区域 
(７)負担の割合 
(８)当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場若しくは事業場の敷

地の面積の合計又はその面積の合計に当該負担区域内における工場若しくは事
業場の設置予定区域の面積として市長が定める面積を加算した面積 

 
第４条 削除 
 
（工場又は事業場の敷地面積等の届出） 

第５条 条例第６条第１項及び第２項の規定による届出は、工場又は事業場敷地面積
等届出書（第１号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第６条第３項の規定による届出は、工場又は事業場敷地面積等変更届出書
（第２号様式）により行わなければならない。 

３ 前２項に規定する届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
ただし、市長が認めた場合は、当該図書の一部を省略することができる。 
(１)工場又は事業場の敷地の位置図及び平面図 
(２)工場又は事業場の敷地の面積を証する書類 
(３)その他市長が必要と認める書類 

 
（身分証明書） 

第６条 条例第７条第２項に規定する身分を示す証明書は、第３号様式とする。 
 
（港湾環境整備負担金の額の通知） 

第７条 条例第８条第１項の規定による通知は、港湾環境整備負担金決定通知書（第
４号様式）により行うものとする。 

 
（港湾環境整備負担金の分割納付等） 

第８条 条例第８条第２項の規定により港湾環境整備負担金（以下「負担金」という。）

を分割して納付させ、又は負担金の徴収を猶予することができる場合は、次の各号
に掲げるとおりとする。 
(１)震災、風水害、火災その他の災害が生じたことにより、負担金を分割して納付

させ、又は負担金の徴収を猶予することがやむを得ないと市長が認めるとき。 
(２)負担対象事業者の事業活動の実情からみて、負担金を分割して納付させ、又は

負担金の徴収を猶予することがやむを得ないと市長が認めるとき。 
２ 負担金の分割納付又は徴収猶予を受けようとする者は、港湾環境整備負担金分割
納付申請書（第５号様式）又は港湾環境整備負担金徴収猶予申請書（第６号様式）
を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、分割納付又は徴収猶予の可否を決定したときは、港湾環境整備負担金分
割納付決定通知書（第７号様式）又は港湾環境整備負担金徴収猶予決定通知書（第
８号様式）により通知するものとする。 
 
（負担金の納期限） 

第９条 条例第８条第３項に規定する納期限は、納入通知書により指定する期日とす
る。 

 
（負担金の減免） 

第１０条 条例第 10 条の規定により負担金を減額し、又は免除することができる場合
は、次の各号に掲げるとおりとする。 
(１)負担対象事業者が港湾の環境の整備又は保全のため臨港地区内において緑地

等を整備し、又はそのための用地を提供した場合で、その緑地等の規模が当該事
業者に係る工場又は事業場の規模に比して相当程度以上に達しているため、負担
金を減額し、又は免除することが適当であると市長が認めるとき。 

(２)前号に定めるもののほか、負担対象事業者が港湾の環境の整備又は保全に協力
したことその他の理由により負担金を減額し、又は免除することが特に必要であ
ると市長が認めるとき。 

２ 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、港湾環境整備負担金減免申請書
（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、負担金の減額又は免除の可否を決定したときは、港湾環境整備負担金減
免決定通知書（第 10号様式）により通知するものとする。 

 
（その他必要事項） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、昭和 55 年４月１日から施行する。 
（準用） 

２ 条例附則第３項の規定による届出については、第５条の規定を準用する。 
 

附 則（昭和 60年３月 30日規則第 42 号） 
この改正規則は、昭和 60年４月１日から施行する。 

 
附 則（昭和 62年３月 31日規則第 31 号） 

この規則は、昭和 62年４月１日から施行する。 
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附 則（平成 11年３月 31日規則第 15 号抄） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成 11 年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則（第 31 条を除く。）による改正前の規則の規定により調製した帳票で現
に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを
使用することができる。 

 
附 則（平成 17年３月 31日規則第 28 号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の
間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

 
 
※ 様式類省略 

 

 

 

 

 

 

港湾法（抜粋） 
（昭和二十五年五月三十一日法律第二百十八号） 

 

（港湾環境整備負担金）  

第四十三条の五 国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事（国土交通

大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。）

で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの（公害防止事業費事

業者負担法（昭和四十五年法律第百三十三号）第二条第二項 に規定する公害防止事

業であるものを除く。）が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場について

その環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事

業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、

政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者に

あつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用

の一部を負担させることができる。  

２ 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、

あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方

港湾審議会の意見を聴かなければならない。  

３ 国土交通大臣は、第一項の規定により納付された負担金の額に第五十二条第二項

に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、

同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。  

 

 

 

 

 

 

港湾法施行令（抜粋） 

（昭和二十六年一月十九日政令第四号） 

 

（港湾環境整備負担金の負担の基準）  

第十五条の五 法第四十三条の五第一項 の政令で定める基準は、次に掲げるものと

する。  

一 法第四十三条の五第一項 の規定による負担金（以下この項において「港湾環境

整備負担金」という。）を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、

国土交通大臣等（当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。

以下この条において同じ。）が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を

負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くもの

とする。 

イ 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつ

て、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地（水面を含む。以下同じ。）の

面積の合計が一万平方メートル（国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は

事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満
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の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。）以

上であるものに係る事業者 

ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、

イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後十年間に負担区域内に

おいて、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業

場に係る事業者  

二 港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ(一)若しくは(二)又はハに掲げ

る割合を乗じて得た額に相当する金額（国土交通大臣等が公益上その他の事由に

より必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額）と

すること。 

イ 当該港湾工事に要する費用の額に二分の一の割合（港湾管理者が当該港湾工

事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、

当該割合）を乗じて得た額 

ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、

次に掲げる割合 

(一)当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷

地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面

積として港湾管理者が定める面積を加算した面積（(二)において「工場等敷

地面積」という。）に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区

域内にある敷地の面積（既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担

の対象となつた敷地の面積を除く。）の合計の割合 

(二)当該港湾工事の完了した日後十年間に前号に規定する事業者が工場又は

事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増

加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積（既に当該港湾工

事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。）の

合計の割合 

ハ 当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾

工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合

計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地

の面積の合計の割合 

２ 前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。  

一 当該港湾工事が港湾公害防止施設（公害防止用緩衝地帯に限る。）及び港湾環境

整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の

利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必

要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区（予定埋立区域を

含む。）を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域

及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの  

二 当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港

地区（港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の

環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定

する一部の水域及び地域） 
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